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はじめに  

 

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、

都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街

化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市

計画区域内の開発行為について公共施設や排水施設等必要な施設の整備を

義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たす

目的で創設されたものです。  

この運用・審査基準は、開発行為の許可申請又は市街化調整区域内に建

築の許可申請等をしようとする方たちが、その手続きを円滑に進められる

よう、開発許可等に関する基準や必要な手続きについてそのあらましをま

とめたものです。  

つきましては、この運用・審査基準により開発許可制度を御理解してい

ただき、本市の特性に応じたまちづくりを推進し、良好な都市環境の形成

を実現するため、そして、魅力ある我孫子市の発展に御協力くださるよう

お願いします。  
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